
郵送での申請は、当センターが取扱うすべての建築物等に対応しております。　

申　請　者 センター

確認申請の「郵送申請」についての手続き方法

手続き方法は、以下のフロー図に沿って行ってください。なお、詳細は建設地に最寄りのセンター各
事務所へお電話でお問合せください。

会津事務所 〒965-0830 会津若松市西年貢２－１－１７ ☎0242-38-3611

県北事務所 〒960-8061 福島市五月町４－２５ ☎024-573-0121

県中事務所 〒963-8852 郡山市開成五丁目10番5号 ☎024-995-5022

お問い合わせは　　（一財）ふくしま建築住宅センター

本部事業部 ☎024-573-0１１８

いわき事務所 〒970-8026 いわき市平字童子町４－１８ ☎0246-35-1050

【確認申請郵送依頼書】 及び

【確認申請書等一式】
・確認申請書（現地調査票添付）

・建築工事届

・建築計画概要書

・浄化槽設置届出書（有りの場合）
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※振込手数料は、

申請者側でご負担

願います。

振込完了のご連絡(電話）

※お電話を頂いた際に制限業種の

確認をさせていただきます。

郵送により送付

※配達記録付きの「レターパック」や

「特定信書便」などをご利用下さい。

また、送料は申請者側でご負担願います。

※「確認申請郵送依頼書」は当センターの

ホームページよりダウンロード願います。

「郵送申請の依頼」

〈申請書等の補正・追加説明書の

提出は、窓口持参または郵送で行い

ます。〉

※郵送での交付の場合、確認済証及び

副本の送料は当センターで負担します。


